
 

養老町商工会便り
◇理事会を開催 

 3月 27日（月）に理事会を開催し、以下の第

1 号議案から第 10号議案を審議しました。 

①会員加入承認及び脱退報告について 

②事務局長給与規程の改正（案）について 

③育児・介護休業等に関する規程の改正（案） 

 について 

④個人情報保護規程の改正（案）について 

⑤服務規程の改正（案）について 

⑥庶務規程の改正（案）について 

⑦公用車使用規定の改正（案）について 

⑧自家用車借上使用規定の改正（案）について 

⑨新年度事業計画（案）及び予算（案）に 

ついて 

⑩令和 5年度第 1回理事会及び通常総代会の 

 開催日程について 

 

新たに次の方が入会されました。（敬称略） 

事業所名 代表者名 業種 所在地 

ANDY 安藤太智 サービス業 その他 

博多ラーメン 

一木 
木村陽一 飲食業 その他 

Cozy Canada 

English 

school 

服部亜紀 サービス業 日吉 

やよい 田中やよい 飲食店 その他 

株式会社 

鳥 幸 
山田昌幸 製造業 その他 

養老乃瀧 

株式会社 
矢満田敏之 飲食店 その他 

山森デンタル

ラボ 
山森賢二 サービス業 その他 

安田建築 安田真輝 建設業 笠郷 

有限会社 

オグラフーズ 
堀田陽子 製造業 その他 

桑原電機 桑原秀巳 製造業 その他 

  

◇時間外労働の割増賃金率の改正について 

 2010 年 4 月におこなわれた労働基準法の改

正により、時間外労働が 60 時間を超える場合

の割増率が改正されました。当初から摘要され

ていたのは大企業のみで、中小企業は猶予され

ていましたが、2023年 4月から中小企業も改正

された割増賃金率が摘要されます。 

 割増賃金率の改正に合わせて就業規則の変

更が必要となる場合がありますので、各事業所

にてご確認ください。 

 

1ヶ月の 

労働時間 

2010年 4月～ 

2023年 3月 

2023年 4月～ 

 60 時間

以下 

60 時間

超 

60 時間

以下 

60 時間

超 

大企業 25％ 50％ 25％ 50％ 

中小企業 25％ 25％ 25％ 50％ 

 

 

 

◇「同一労働同一賃金」について 

「同一労働同一賃金」とは働き方改革関連法

の一つで、同一企業・団体内の正規雇用社員（無

期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者

（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣

労働者）との間の不合理な待遇差の解消を目指

すものです。大企業では 2020 年 4 月に施行さ

れ、中小企業でも 2021 年 4 月に全面施行とな

りました。不合理な待遇差について、何も対策

をしない場合、裁判で法違反と判断される可能

性もあります。 

 どのように取り組めば良いかわからないな

どお困りごとがありましたら、専門家による無

料支援を受けられる働き方改革推進支援セン

ターをご利用ください。 

＜ぎふ働き方改革推進支援センター＞ 

電話番号：0120-226-311 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info＠task-work.com 

202３年４月 

21３号 
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◇雇用保険料率変更のご案内 

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

の雇用保険料率は以下のとおりです。 

 
負担者 

 

 

事業の 

種類 

1. 

労働者 

負担 

2. 

事業主 

負担 

1＋2 

雇用 

保険料率 

一般の 

事業 
6 

/1,000 

9.5 
/1,000 

15.5 
/1,000 

農林水産・ 

清酒製造 

の事業 

7 
/1,000 

10.5 
/1,000 

17.5 
/1,000 

建設の 

事業 
7 

/1,000 

11.5 
/1,000 

18.5 
/1,000 

 

・失業給付等の保険料率は、労働者負担・事業

主負担ともに 6/1,000に変更になります（農林

水産・清酒製造の事業及び建設の事業は

7/1,000に変更になります）。 

・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）

は、引き続き 3.5/1,000 です（建設の事業は

4.5/1,000です）。 

 

◇ＷＥＢセミナーについて  

養老町商工会のホームページから無料の 

ＷＥＢセミナーがご視聴いただけます。忙しく

て研修会に参加できない方などに最適です。 

社内研修や自己啓発のツール等に是非ご活用く

ださい。 

https://gifushoko.or.jp/yourou/ 

ログインＩＤ・パスワードについては商工会

までお問合せください。 

  

商工会員を募集します！ 

商工会では、 

・経営一般の相談  

・専門的な支援（ものづくり・販路開拓等） 

・創業、金融、税務、経理、労働、事業承継 

等のサポートをさせていただきます。 

お近くに商工会未加入の事業所様がみえまし

たら、ご紹介ください。 

 

◇商工会の実施した主な事業等 

3. 3 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3. 6 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.6～7 外国人受入事業定期監査（商工会館） 

3. 7 養老支部役員会（山びこ） 

3. 8 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.10 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

   外国人受入事業外部監査（商工会館） 

3.13 青年部全体会議・卒業生を送る会 

（一平寿司） 

3.14～15 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.16 小畑支部役員会（魚新） 

3.22 多芸支部役員会（いっちゃん） 

3.24 笠郷支部役員会（笠郷自治会館） 

3.27 商工会三役会（商工会館） 

   商工会理事会（商工会館） 

 

◇参加した主な会議等 

3.24 朝日新聞社ｚｏｏｍ説明会（オンライン） 

3.28 年金制度セミナー（オンライン） 

 

◇今後の予定 

4. 2 小畑支部総会（魚新） 

4. 3 金融審査会（商工会館） 

4.12 養老支部総会（商工会館） 

4.19 女性部監査（商工会館） 

4.20 青年部総会（商工会館） 

4.21 女性部役員会（商工会館） 

4.29 笠郷支部総会（安田屋） 

 

商工会では「経営相談・支援」や「税務相談・

経理指導」「金融相談、斡旋」「取引・販路開拓

支援」「取引・販路開拓支援」「労務支援」「専門

家派遣支援」「IT 支援」「補助金書類作成支援」

など皆様のご相談に応じた支援を行っていま

す。 

発行：養老町商工会 
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